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第
１
部
は
、
東
京
海
上
日

動
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
損
害
部
国

際
物
流
第
一
グ
ル
ー
プ
の
平

川
猛
課
長
が
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ

条
約
の
改
正
や
Ｎ
Ｙ
Ｋ
　
Ａ

Ｒ
Ｇ
Ｕ
Ｓ
号
火
災
事
件
の
最

高
裁
判
決
、
商
法
改
正
法
案

を
踏
ま
え
た
荷
主
の
義
務
な

ど
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ

た
。

　
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
改
正
の

要
因
と
し
て
、
２
０
０
７
年

に
英
国
南
西
海
岸
沖
で
起
き

た
コ
ン
テ
ナ
船
の
座
礁
事
故

の
要
因
が
コ
ン
テ
ナ
重
量
の

過
少
申
告
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
昨
今
の
コ
ン
テ
ナ
船
の

大
型
化
に
よ
っ
て
重
量
の
誤

申
告
に
伴
う
リ
ス
ク
が
一
層

増
大
し
て
い
る
こ
と
を
説

明
。
同
条
約
の
改
正
に
よ

り
、
①
荷
送
人
は
、
規
定
さ

れ
た
方
法
で
の
輸
出
コ
ン
テ

ナ
の
総
重
量
の
測
定
・
確
定

が
義
務
付
け
ら
れ
る
②
船
長

ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
コ
ン

テ
ナ
総
重
量
の
報
告
が
必
要

③
荷
送
人
か
ら
の
情
報
提
供

が
な
い
場
合
は
船
積
み
禁
止

―
の
３
点
が
変
更
に
な
っ
た

と
し
、
今
後
、
荷
送
人
は
コ

ン
テ
ナ
の
船
積
み
禁
止
に
よ

る
費
用
損
害
や
重
量
の
誤
申

告
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う

リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
い
る

と
注
意
を
促
し
た
。

　
ま
た
、
04
年
10
月
に
発
生

し
た
Ｎ
Ｙ
Ｋ
　
Ａ
Ｒ
Ｇ
Ｕ
Ｓ

号
火
災
事
件
の
最
高
裁
判
決

で
は
、
危
険
物
を
申
告
せ
ず

に
船
積
み
し

た
商
社
に
不

法
行
為
上
の

過
失
が
あ
る

と
し
、
荷
送

人
に
危
規
則

上
の
危
険
物

分
類
表
示
義

務
が
あ
る
こ

と
を
認
め
た

と
説
明
し

た
。

　
加
え
て
、

今
次
の
臨
時

国
会
に
提
出

さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い

る
商
法
改
正
法
案
に
は
、

「
危
険
物
に
関
す
る
荷
送
人

の
通
知
義
務
」
に
つ
い
て
、

荷
送
人
に
危
険
物
に
つ
い
て

の
通
知
義
務
が
あ
る
旨
の
規

定
が
新
設
さ
れ
る
他
、
危
険

物
通
知
に
係
る
過
失
が
な
か

っ
た
こ
と
を
立
証
で
き
な
い

場
合
は
賠
償
責
任
を
負
う

「
過
失
推
定
責
任
」
が
採
用

さ
れ
る
と
し
、
今
後
、
荷
送

人
が
、
危
険
物
輸
送
に
関
す

る
申
告
上
の
過
失
や
不
適
切

な
輸
送
に
よ
る
賠
償
責
任
を

負
う
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。

　
第
２
部
は
、
東
京
海
上
日

動
総
合
営
業
第
二
部
貨
物
海

外
課
の
村
山
進
午
課
長
が
、

国
際
輸
送
に
お
け
る
リ
ス
ク

と
保
険
に
つ
い
て
解
説
し

た
。
国
際
輸
送
で
の
リ
ス
ク

は
、
財
物
（
モ
ノ
）
、
賠
償

責
任
、
費
用
・
利
益
に
分
け

て
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い

と
し
、
「
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約

改
定
な
ど
に
伴
い
、
昨
今
は

荷
送
人
の
賠
償
責
任
、
費
用

・
利
益
に
係
る
責
任
が
増
大

し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
会
社

が
負
っ
て
い
る
責
任
に
つ
い

て
整
理
す
る
こ
と
が
大
切

だ
」
と
強
調
し
た
。

　
そ
の
上
で
、
外
航
貨
物
海

上
保
険
の
オ
ー
ル
リ
ス
ク
条

件
は
輸
送
中
の
貨
物
の
損
害

を
補
償
す
る
も
の
で
あ
り
、

賠
償
責
任
や
費
用
・
利
益
損

害
に
つ
い
て
は
カ
バ
ー
し
て

い
な
い
と
説
明
。
賠
償
責
任

を
カ
バ
ー
す
る
商
品
「C

ar

g
o O
w
n
e
r's E

rro
rs 

＆

 O
m
ission

s L
iab
il

ity In
su
ran
ce

」
や
、

費
用
・
利
益
を
補
償
す
る
特

約
「E

x
tra E

x
p
e
n
se 

for E
rrors an

d O
m
i

ssion
s

」
に
つ
い
て
解
説

し
、
同
商
品
の
内
容
を
説
明

す
る
と
と
も
に
、
同
特
約
の

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
賠
償
の

相
手
を
荷
主
に
限
定
せ
ず
、

申
告
漏
れ
と
い
っ
た
人
為
的

ミ
ス
も
カ
バ
ー
対
象
に
な
る

こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。

荷
主
の
リ
ス
ク
顕
在
化
を
指
摘

会
社
が
負
う
責
任
の
整
理
を

　
イ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
と
東
京
海
上
日
動
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
　
Ｃ

Ｌ
Ｕ
Ｂ
は
11
月
18
日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京
海
上
日
動
新
館
で
「
国

際
輸
送
リ
ス
ク
と
そ
の
対
応
～
荷
主
と
運
送
人
の
関
係
～
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
共
催
し
た
。
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
（
海
上
人
命
安
全
条

約
）
改
正
や
、
今
後
、
商
法
改
正
法
案
が
審
議
さ
れ
る
な
ど
荷
主
の
責
任

が
厳
格
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
京
海
上
日
動
の
担
当
者
ら
が
国

際
輸
送
で
顕
在
化
す
る
荷
主
の
リ
ス
ク
や
そ
の
対
応
に
つ
い
て
解
説
し

た
。
当
日
は
、
貿
易
業
の
荷
主
や
国
際
物
流
の
関
係
者
な
ど
１
２
０
人
が

参
加
し
た
。

貿易業の荷主らが参加した

インターリンク、東京海上日動、NVOCC CLUB
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